
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋外に取付けられたカメラ玄関子機と、室内に設置されたモニタ室内機と、前記カメラ
玄関子機と前記モニタ室内機とを接続する通話ラインとよりなるテレビドアホン装置にお
いて、前記カメラ玄関子機は、屋外の照度を検出する照度測定手段

を具備し、前記モニタ室内機は、

とを具備することを特徴とするテレビドアホン装置。
【請求項２】
　

ことを特徴とする請求項１記載のテレビドアホン装置。
【請求項３】
　

テレビドア
ホン装置。
【請求項４】
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と、この照度測定手段
が検出した照度に応じて値を変化させるインピーダンスと、このインピーダンスを前記通
話ラインに印加して呼び出しを行う呼出し手段と 前記呼
出し手段によって呼び出された時に前記通話ラインのインピーダンスの変化を検出して昼
夜を判定する昼夜判定手段と、前記昼夜判定手段の判定結果に基づいて昼夜間の着信を制
御する昼夜間着信制御手段

前記照度測定手段は、屋外の照度を検出する照度測定回路と、前記照度測定回路が検出
した検出値と予め設定された照度基準値とを比較して偏差を出力する比較回路と、前記比
較回路より出力された偏差をインピーダンスに変換するインピーダンス変換回路とを備え
た

前記モニタ室内機は、前記昼夜判定手段が夜間と判定した場合に、屋外に設置した照明
を点灯する照明制御手段を具備することを特徴とする請求項１または２記載の



　

テレビドアホン装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は玄関などに設置したカメラ玄関子機と、室内に設置したモニタ室内機との間で
映像を混えて通話のできるテレビドアホン装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来この種のテレビドアホン装置としては、例えば特開平７－１５７２３号公報に記載さ
れたものが公知である。
【０００３】
この公報のテレビドアホン装置は、玄関等に設置される子機と宅内に設置される親機とか
らなるテレビドアホン装置において、撮像素子への光電荷の蓄積量を変化させる手段と、
撮像映像の増幅度を自動的に調整する調整手段と、前記光電荷の蓄積量および前記調整手
段の増幅度を検出する検出手段と、前記検出手段により検出された検出値に応じて、通話
音量を制御する制御手段とより構成されていて、被写体の明るさに応じて子機と親機間の
通話音量が調整できるため、夜間通話時の近隣の迷惑を防止できる効果がある
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし上記従来のテレビドアホン装置では、夜間の通話音量を小さくすることにより、近
隣の迷惑を防止することができる効果はあるが、夜間は親機と子機の間の通話を規制した
り、複数の室内に設置した親機や子機を、昼間と夜間で選択的に着信できるように設定す
るなどの操作ができないことから、機能が限定されるなどの不具合があった。
【０００５】
この発明はかかる従来の不具合を改善するためになされたもので、昼間と夜間でカメラ玄
関子機とモニタ室内機の間の通話を規制したり、複数の室内に設置したモニタ室内機に選
択的に着信できるように設定することができる多機能のテレビドアホン装置を提供するこ
とを目的とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この発明は上記目的を達成するため、屋外に取付けられたカメラ玄関子機と、室内に設
置されたモニタ室内機と、前記カメラ玄関子機と前記モニタ室内機とを接続する通話ライ
ンとよりなるテレビドアホン装置において、前記カメラ玄関子機は、屋外の照度を検出す
る照度測定手段

を
具備し、前記モニタ室内機は、

とを具備するようにした
ものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
　この発明の請求項１記載の発明は、屋外に取付けられたカメラ玄関子機と、室内に設置
されたモニタ室内機と、前記カメラ玄関子機と前記モニタ室内機とを接続する通話ライン
とよりなるテレビドアホン装置において、前記カメラ玄関子機は、屋外の照度を検出する
照度測定手段

を具
備し、前記モニタ室内機は、
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前記モニタ室内機は、前記昼夜判定手段の判定に基づいて、昼間と夜間で選択的に着信
できる昼夜間設定手段を具備することを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに
記載の

と、この照度測定手段が検出した照度に応じて値を変化させるインピーダ
ンスと、このインピーダンスを前記通話ラインに印加して呼び出しを行う呼出し手段と

前記呼出し手段によって呼び出された時に前記通話ライン
のインピーダンスの変化を検出して昼夜を判定する昼夜判定手段と、前記昼夜判定手段の
判定結果に基づいて昼夜間の着信を制御する昼夜間着信制御手段

と、この照度測定手段が検出した照度に応じて値を変化させるインピーダン
スと、このインピーダンスを前記通話ラインに印加して呼び出しを行う呼出し手段と

前記呼出し手段によって呼び出された時に前記通話ラインの
インピーダンスの変化を検出して昼夜を判定する昼夜判定手段と、前記昼夜判定手段の判



とを具備したものである。
【０００８】
上記構成により、来訪者がカメラ玄関子機の呼出しボタンを押すと、カメラ部が撮像した
映像が室内に設置されたモニタ室内機の表示部へ表示されるため、来訪者を確認しながら
通話が行える。
【０００９】
　またカメラ玄関子機に設けた照度測定手段が検出した

【００１２】
　この発明の請求項 記載の発明は、カメラ玄関子機の照度測定手段が、屋外の照度を検
出する照度測定回路と、この照度測定回路が検出した検出値と予め設定された照度基準値
とを比較して偏差を出力する比較回路と、比較回路より出力された偏差をインピーダンス
に変換するインピーダンス変換回路とを ものである。
【００１３】
上記構成により、照度測定回路が検出した屋外の照度と、予め設定された照度基準値を比
較回路により比較して昼夜の判定を行うため、昼夜の判定が精度よく行えるようになる。
【００１６】
　この発明の請求項 記載の発明は、モニタ室内機が、 が夜間と判定した場
合に、屋外に設置した照明を点灯する照明制御手段を備えたものである。
【００１７】
上記構成により、夜間でも来訪者を容易に確認することができると共に、カラーテレビド
アホン装置の場合、モニタ室内機の表示部に鮮明なカラー映像を表示することができる。
【００１８】
　この発明の請求項 記載の発明は、モニタ室内機が、 の判定に基づいて、
昼間と夜間で選択的に着信できる昼夜間設定手段を備えたものである。
【００１９】
上記構成により、昼夜間で別の室内のモニタ室内機に着信を設定したり、夜間カメラ玄関
子機とモニタ室内機の通話を禁止するなどの設定が容易に行える。
【００２０】
以下この発明の実施の形態を図面を参照して詳述する。
【００２１】
図１はテレビドアホン装置の第１の実施の形態を示すもので、１は玄関などのドアに取付
けられたカメラ玄関子機、２は室内に設置されたモニタ室内機で、これらカメラ玄関子機
１とモニタ室内機２の間は通話ライン３により接続されている。
【００２２】
上記カメラ玄関子機１は、来訪者が通話する際に操作する呼出しボタン４を有する呼出し
ボタン制御部５を有しており、この呼出しボタン制御部５の呼出しボタン４には、照度測
定回路６が接続されている。
【００２３】
上記照度測定回路６は、ドア外側の室外の照度を検出する照度センサ７と、上記呼出しボ
タン４に直列に接続されたインピーダンス８より構成されていて、照度センサ７により検
出された室外の照度に応じてインピーダンス８が変化するようになっている。
【００２４】
また上記呼出しボタン制御部５は、モニタ室内機Ｉ／Ｆ回路９を介して通話ライン３に接
続されていると共に、モニタ室内機Ｉ／Ｆ回路９には、来訪者を撮像するカメラ部１０が
接続されていて、このカメラ部１０により撮像された来訪者の映像は、通話ライン３を経
由して室内に設置されたモニタ室内機２へ送られるようになっている。
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定結果に基づいて昼夜間の着信を制御する昼夜間着信制御手段

屋外の照度に応じて値を変化させ
たインピーダンスが通話ラインに印加されるため、モニタ室内機に設けた昼夜判定手段が
、通話ラインのインピーダンスの変化を検出して昼夜を判定することができ、昼夜間着信
制御手段によって、夜間はカメラ玄関子機とモニタ室内機の間の通話を禁止するなどの制
御を行うことができる。

２

備えた

３ 昼夜判定手段

４ 昼夜判定手段



【００２５】
一方上記モニタ室内機２は、通話ライン３より送られてきたカメラ玄関子機１からの信号
を受信するカメラ玄関子機Ｉ／Ｆ回路１１を有していて、このカメラ玄関子機Ｉ／Ｆかい
ろ１１で受信された信号は、着信インピーダンス判定回路１４を介して制御部１５へ送ら
れると共に、表示部１２が接続されていて、カメラ玄関子機１のカメラ部１０で撮像され
た映像は、表示部１２に表示されるようになっている。
【００２６】
　また上記 １５には、昼間及び夜間の着信を設定する昼夜間設定 イッチ１６と、
カメラ玄関子機１から着信信号が入力された場合、着信を知らせるべくスピーカ１８を鳴
動する着信鳴動回路１７及び照明制御回路１９が接続されており、照明制御回路１９の出
力側には、ドアの外側に設置された照 手段２０が接続されている。
【００２７】
次に上記構成されたテレビドアホン装置の作用を説明すると、モニタ室内機２内の昼夜間
設定スイッチ１６により昼間も夜間も着信するように予め設定してある場合、来訪者がカ
メラ玄関子機１の呼出しボタン４を押すと、照度センサ７により検出された照度により変
化されたインピーダンス８が通話ライン３に印加されると共に、カメラ部１０が撮像した
来訪者の映像がモニタ室内機Ｉ／Ｆ回路９より通話ライン３を経由してモニタ室内機２の
カメラ玄関子機Ｉ／Ｆ回路１１へ送られる。
【００２８】
モニタ室内機のカメラ玄関子機Ｉ／Ｆ回路１１へ送られた信号は、着信インピーダンス判
定回路１４を介して制御部１５へ送られると共に、着信インピーダンス判定回路１４は通
話ライン３のインピーダンスの変化により昼間か夜間かを判定し、その結果を制御部１５
へと送る。
【００２９】
制御部１５は入力された信号により、まず着信鳴動回路１７がスピーカ１８を鳴動して、
着信を知らせると共に、表示部駆動回路１３により表示部１２を駆動して、表示部１２に
来訪者の映像を表示する。
【００３０】
また着信インピーダンス判定回路１４から夜間の判定信号が入力された場合は、照明制御
回路１９へ制御信号を送って照明制御回路１９により照明手段２０を点灯し、ドアの外側
を照明する。
【００３１】
これによって室内にいる人は、表示部１２に表示される来訪者の映像を見ながら、来訪者
と通話が行えるようになると共に、カラーモニタ室内機２を使用している場合は、照明手
段２０により照明された来訪者の鮮明な映像がカラー映像として表示部１２へ表示される
ようになる。
【００３２】
なお予め昼夜間設定スイッチ１６により夜間は着信しないを設定した場合は、夜間カメラ
玄関子機１の呼出しボタン４を押しても、モニタ室内機２の制御部１５は上述したような
着信動作を行わないため、スピーカ１８が鳴動したり、表示部１２へ来訪者の映像が表示
されたり、照明手段２０が点灯されることがない。
【００３３】
一方図２はテレビドアホン装置の第２の実施の形態を示すもので、次にこれを説明する。
【００３４】
なお上記第１の実施の形態と同一部分は同一符号を付してその説明は省略する。
【００３５】
この第２の実施の形態では、カメラ玄関子機１に室外の照度を検出する照度測定回路２２
と、予め設定された照度基準値２３が設けられていて、照度測定回路２２が検出した室外
の照度と、照度基準値を比較回路２４が比較するようになっており、比較結果はインピー
ダンス変換回路２５へ送られて、比較結果に応じたインピーダンスに変換された後、通話
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制御部 ス

明



ライン３へ印加されるようになっている。
【００３６】
またモニタ室内機２には、制御部１５に屋外モニタボタン２６が増設されていて、この屋
外モニタボタン２６を押すと、制御回路１５より照明制御回路１９へ制御信号が出力され
て、屋外モニタボタン２６を押している間、または予め設定された時間照明手段２０が点
灯されると同時に、表示部１２に来訪者の映像が表示されるようになっている。
【００３７】
次に上記構成されたテレビドアホン装置の作用を説明すると、モニタ室内機２内の昼夜間
設定スイッチ１６により昼間も夜間も着信するように予め設定してある場合、来訪者がカ
メラ玄関子機１の呼出しボタン４を押すと、照度測定回路２２により屋外の照度が検出さ
れ、比較回路２４へ送る。
【００３８】
比較回路２４は照度測定回路２２が検出した照度と、予め設定された照度基準値２３を比
較して、その偏差をインピーダンス変換回路２５へ出力する。
【００３９】
インピーダンス変換回路２５は、入力された偏差値をインピーダンスに変換してモニタ室
内機Ｉ／Ｆ回路３を介して通話ライン３へ印加すると共に、カメラ部１０が撮像した来訪
者の映像がモニタ室内機Ｉ／Ｆ回路９より通話ライン３を経由してモニタ室内機２のカメ
ラ玄関子機Ｉ／Ｆ回路１１へ送られる。
【００４０】
モニタ室内機２のカメラ玄関子機Ｉ／Ｆ回路１１へ送られた信号は、着信インピーダンス
判定回路１４を介して制御部１５へ送られると共に、着信インピーダンス判定回路１４は
通話ライン３のインピーダンスの変化により昼間か夜間かを判定し、その結果を制御部１
５へと送る。
【００４１】
制御部１５は入力された信号により、まず着信鳴動回路１７がスピーカ１８を鳴動して、
着信を知らせると共に、表示部駆動回路１３により表示部１２を駆動して、表示部１２に
来訪者の映像を表示する。
【００４２】
また着信インピーダンス判定回路１４から夜間の判定信号が入力された場合は、照明制御
回路１９へ制御信号を送って照明制御回路１９により照明手段２０を点灯し、ドアの外側
を照明する。
【００４３】
これによって室内にいる人は、表示部１２に表示される来訪者の映像を見ながら、来訪者
と通話が行えるようになると共に、カラーモニタ室内機２を使用している場合は、照明手
段２０により照明された来訪者の鮮明な映像がカラー映像として表示部１２に表示される
ようになる。
【００４４】
また着信音が鳴動しない場合でも、モニタ室内機２の屋外モニタボタン２６の場合は、カ
メラ玄関子機１が動作されて、カメラ部１０が撮像した屋外の映像が通話ライン３を介し
てモニタ室内機１へ取り込まれて表示部１２に屋外の映像が表示され、通話ライン３のイ
ンピーダンスの変化により夜間と判定された場合は、制御部１５より制御信号が照明制御
回路１９へと出力されて照明手段２０が点灯され、屋外が照明される。
【００４５】
これによってカメラ玄関子機１の呼出しボタン４が押されていない状態でも、表示部１２
に表示される映像により、屋外の様子を監視することができる。
【００４６】
なお予め昼夜間設定スイッチ１６により夜間は着信しないを設定した場合は、夜間カメラ
玄関子機１の呼出しボタン４を押しても、モニタ室内機２の制御部１５は上述したような
着信動作を行わないため、スピーカ１８が鳴動したり、表示部１２へ来訪者の映像が表示
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されたり、照明手段２０が点灯されることがない。
【００４７】
また異なる室内に複数のモニタ室内機２をそれぞれ設置して、昼夜間設定スイッチ１６に
より、昼間に着信されるモニタ室内機２を設定したり、夜間のみ着信させるモニタ室内機
２を設定したり、昼夜間に着信される室内機２を設定することもできる。
【００４８】
一方図３はテレビドアホン装置の第３の実施の形態を示すもので、次にこれを説明する。
【００４９】
なお上記第１の実施の形態及び第２の実施の形態と同一部分は同一符号を付してその説明
は省略する。
【００５０】
この実施の形態３では、照度測定回路が検出した屋外の照度と、予め設定された照度基準
値２３の偏差を、比較回路２４より昼夜判定回路２８へ送って、その偏差により昼間及び
夜間の判定を行っている。
【００５１】
そしてその判定結果をキャリヤ発生回路２９へ送って、判定結果に応じた一定周波数のキ
ャリヤを発生させ、このキャリヤをモニタ室内機Ｉ／Ｆ回路９より通話ライン３へ送出し
ている。
【００５２】
またモニタ室内機２側には、カメラ玄関子機１より通話ライン３を経由してカメラ玄関子
機Ｉ／Ｆ回路１１へ送られてきた信号よりキャリヤを検出するキャリヤ検出回路３０が設
けられていて、このキャリヤ検出回路３０により、キャリヤの周波数から昼夜の判定が行
われ、その結果が映像信号と共に制御部１５へ送られるようになっている。
【００５３】
次の上記構成されたテレビドアホン装置の作用を説明すると、モニタ室内機２内の昼夜間
設定スイッチ１６により昼間も夜間も着信するように予め設定してある場合、来訪者がカ
メラ玄関子機１の呼出しボタン４を押すと、照度測定回路２２により屋外の照度が検出さ
れ、比較回路２４へ送る。
【００５４】
比較回路２４は照度測定回路２２が検出した照度と、予め設定された照度基準値２３を比
較して、その偏差を昼夜間判定回路２８へ送る。
【００５５】
昼夜間判定回路２８は、入力された偏差より昼間か夜間かを判定し、判定結果をキャリヤ
発生回路２９へ送る。
【００５６】
キャリヤ発生回路２９は、判定結果に応じて一定周波数のキャリヤを発生させ、このキャ
リヤがモニタ室内機Ｉ／Ｆ回路９を介して通話ライン３へ送出されると共に、カメラ部１
０が撮像した来訪者の映像がモニタ室内機Ｉ／Ｆ回路１１へ送出される。
【００５７】
モニタ室内機２のカメラ玄関子機Ｉ／Ｆ回路１１へ送られてきた信号は、キャリヤ検出回
路３０を介して制御部１５へ送られる際、キャリヤ検出回路３０により信号中のキャリヤ
の周波数が検出され、その周波数から昼間か夜間かが判定され、制御部１５へ出力される
。
【００５８】
制御部１５は、入力された信号により、まず着信鳴動回路１７がスピーカ１８を鳴動して
、着信を知らせると共に、表示部駆動回路１３により表示部１２を駆動して、表示部１２
に来訪者の映像を表示する。
【００５９】
またキャリヤ検出回路３０から夜間の判定信号が入力された場合は、照明制御回路１９へ
制御信号を送って照明制御回路１９により照明手段２０を点灯し、ドアの外側を照明する
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。
【００６０】
これによって室内にいる人は、表示部１２に表示される来訪者の映像を見ながら、来訪者
と通話が行えるようになると共に、カラーモニタ室内機２を使用している場合は、照明手
段２０により照明された来訪者の鮮明な映像がカラー映像として表示部１２へ表示される
ようになる。
【００６１】
また着信音が鳴動しない場合でも、モニタ室内機２の屋外モニタボタン２６の場合は、カ
メラ玄関子機１が動作されて、カメラ部１０が撮像した屋外の映像が通話ライン３を介し
てモニタ室内機１へ取り込まれて表示部１２に屋外の映像が表示され、通話ライン３のイ
ンピーダンスの変化により夜間と判定された場合は、制御部１５より制御信号が照明制御
回路１９へと出力されて照明手段２０が点灯され、屋外が照明される。
【００６２】
これによってカメラ玄関子機１の呼出しボタン４が押されていない状態でも、表示部１２
に表示される映像により、屋外の様子を監視することができる。
【００６３】
なお予め昼夜間設定スイッチ１６により夜間は着信しないを設定した場合は、夜間カメラ
玄関子機１の呼出しボタン４を押しても、モニタ室内機２の制御部１５は上述したような
着信動作を行わないため、スピーカ１８が鳴動したり、表示部１２へ来訪者の映像が表示
されたり、照明手段２０が点灯されることがない。
【００６４】
また異なる室内に複数のモニタ室内機２をそれぞれ設置して、昼夜間設定スイッチ１６に
より、昼間に着信されるモニタ室内機２を設定したり、夜間のみ着信させるモニタ室内機
２を設定したり、昼夜間に着信される室内機２を設定することもできる。
【００６５】
　この発明は以上詳述したように、来訪者がカメラ玄関子機の呼出しボタンを押すと、カ
メラ部が撮像した映像がモニタ室内機の表示部へ表示されると同時に、通話ラインのイン
ピーダンスの変化 昼夜を判定し、夜間の場合はドア外側に設置した照明手段を点灯
して来訪者を照明するようにしたことから、夜間であっても来訪者の映像を表示部に表示
することができる。
【００６６】
これによって来訪者が誰であるかを確認しながら通話が行えると共に、カラーテレビドア
ホン装置を使用している場合は、表示部に鮮明なカラー映像を表示することができる。
【００６７】
また昼夜間設定スイッチにより、昼夜間着信できるように設定したり、昼間のみ着信でき
るように設定したり、また複数の室内に設置したモニタ室内機を昼間と夜間で選択的に着
信できるように設定することができるため、従来のテレビインタホン装置に比べて使用で
きる機能が大幅に増大し、汎用性も高いなどの効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施の形態になるテレビドアホン装置を示すブロック図
【図２】この発明の第２の実施の形態になるテレビドアホン装置を示すブロック図
【図３】この発明の第３の実施の形態になるテレビドアホン装置を示すブロック図
【符号の説明】
１　カメラ玄関子機
２　　モニタ室内機
３　　通話ライン
４　　呼出しボタン
５　　呼出しボタン制御部
６　　照度測定回路
７　　照度センサ
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８　　インピーダンス
９　　モニタ室内機Ｉ／Ｆ回路
１０　カメラ部
１１　カメラ玄関子機Ｉ／Ｆ回路
１２　表示部
１３　表示部駆動回路
１４　着信インピーダンス判定回路
１５　制御部
１６　昼夜間設定スイッチ
１７　着信鳴動回路
１８　スピーカ
１９　照明制御回路
２０　照明手段
２２　照度測定回路
２３　照度基準値
２４　比較回路
２５　インピーダンス変換回路
２６　屋外モニタボタン
２８　昼夜間判定回路
２９　キャリヤ発生回路
３０　キャリヤ検出回路
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【 図 ３ 】
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